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高病原性鳥インフルエンザの発生に伴う農林水産省の対応 

 
今般、平成 23 年 1 月 19 日付け 22 消安第 8186 号、1 月 22 日付け 22 消安

第 8271号及び同日付け 22消安第 8272号をもって農林水産省から別添写しの

とおり通知がありましたので、貴会関係者に周知方お願いします。 

なお、このたびの通知は、①福島県郡山市内におけるキンクロハジロから高

病原性鳥インフルエンザウイルス H5N1 亜型（強毒タイプ）が分離された事

例及び韓国における同病の続発に伴う国内防疫の再徹底として、飼養衛生管理

の徹底、的確な病勢鑑定の実施、危機管理体制の点検、我が国及び近隣諸国に

おける発生状況等の周知を各都道府県畜産主務部長に求めたこと、②また、宮

崎県下の種鶏飼養農家における同病の確認に伴う正しい知識の普及啓発とし

て、当該県産の家きんの卵及び肉の取り扱いについて、当該県産の鶏卵・鶏肉

は扱っていない等の不適切な告知や、発生県産であることのみを理由に取引拒

否が行われることがないよう同病の正確な知識を普及すること、③さらに、宮

崎県下における同病の擬似患畜の確認に伴う監視体制の強化として、家きん飼

養農場への緊急立入調査等の実施、的確な病勢鑑定の実施、危機管理体制の再

点検の再徹底について、各都道府県知事あて再徹底を求めたことについて、そ

れぞれ本会に対して家畜防疫の重要性を十分理解の上、本会会員等に対する周

知とともに適切な対応についての指導等が依頼されたものです。 
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